
　事後審査型制限付き一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６

の規定に基づき、次のとおり公告する。

津山市長　　谷　口　圭　三

１　入札対象工事

工 事 番 号 ３０－３０

工 事 名 倭文第１汚水その１に伴う配水管移設工事

工 事 場 所 津山市　桑上　地内

工 期 平成３１年３月１８日

発 注 業 種 水道施設工事

予 定 価 格 （消費税相当額を含む）

契 約 保 証 契約金額の１００分の１０以上

２　入札に参加できる者に必要な資格要件

市 内 外 業 者 区 分

建 設 業 の 許 可

  工事に係る建設業の許可を受けていること。

対 象 ラ ン ク

　　市内登録業者のランクは津山市水道局ホームページに掲載しているので、参照

　　のこと。

下水道工事に係る

特 殊 条 件 　対象工事：43008倭文第1汚水枝線埋設工事その1

配 置 予 定 技 術 者

指名停止等について

津山市水道事業公告第 ５ 号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ３ 日

２５,５７４,４００円

　水道施設工事における平成３０年度の入札参加資格を有する者のうち、市内業者

であること。

　建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）に基づく、水道施設

　Ｂランク以上

　津山市が執行する次の入札の落札者は、本件の入札参加資格を失うものとする。

　法に定める水道施設工事業の資格を有する技術者を配置できること。

　同時に複数の事後審査型制限付き一般競争入札を実施した場合であって、自社の

配置可能（専任）技術者数を超える件数の落札候補者となった者は、先に入札が実

施された工事に技術者を優先的に配置しなければならない。この時、当該入札以後

に実施された案件で落札候補者となった場合でも、配置可能技術者数を超えている

ものについては、自動的に入札参加資格を失うものとする。

入札参加者は、入札公告の日から開札日までの間、次の各号のすべての要件を満たす

者でなければならない。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

　　　ないこと。

（２）津山市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱（平成２５年津山市告示

　　　第８５号）に基づく指名停止又は指名保留期間中でないこと。

（３）法第２８条の規定による営業停止を受けていないこと。

（４）会社更生法又は民事再生法の適用を申請した者にあっては、それぞれの法に基

　　　づく裁判所からの更生又は再生手続開始の決定がなされていること。

（５）破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。

工 事 概 要
仮設工  レンタル管(G型)φ100 L=254.00m
本設工　DIP-GXφ150　L=220.00m
給水工　5箇所

1/3



３　設計図書の交付等

設 計 図 書 の 閲 覧

及 び 取 得 期 間

　閲覧及び取得期間

　　※ システム停止時間を除く。

　　※ 水道局での閲覧は執務時間中のみ。

　　※ 水道局窓口での設計図書（電子データを含む）の配布は行わない。

　　　上記取得期間中に、電子入札システムを利用して電子データ化した

　　　設計図書を取得（ダウンロード）すること。

設 計 図 書 に

対 す る 質 問

場合は、ホームページ掲載等は行わない。

　・質問書提出先　ＦＡＸ：０８６８－２２－９２９４

　・質問締切日時　平成３０年　７月２７日（金）　午後５時１５分

　・回答掲載日時　平成３０年　８月　１日（水）　午前１０時以降

４　入札参加表明

　入札に参加を希望する者は、参加表明受付期間内に電子入札システムによる参加表

明を行うこと。参加表明を行わない者は、入札に参加できない。

参 加 表 明 　また、参加表明を行った者が、事情により入札を辞退するときは、必ず次のいずれ

かの方法により届出を行うこと。

　①参加表明受付期間内の場合は、電子入札システムによる参加表明の取りやめ。

　②参加表明受付締切後は、入札期間内に電子入札システムによる辞退の登録。

・参加表明受付期間　　平成３０年　７月２３日（月）午前９時から

　　　　　　　　　　　平成３０年　８月　６日（月）午後１時まで

５　入札方法等

入 札 方 法 　岡山県電子入札共同利用システムによる電子入札に限る。その他の方法による応

　札は認めない。

入 札 期 間 入札受付開始日時：平成３０年　８月　７日（火）午前９時から

入札受付締切日時：平成３０年　８月　９日（木）午後１時２５分まで

　　※ システム停止時間を除く。

入 札 金 額 に 係 る

注 意 事 項

６　開札日時等

開 札 日 時 　平成３０年　８月　９日（木）　午後１時３０分

開 札 場 所 　津山市水道局入札室

入 札 執 行 上 の 　・入札回数は、１回とする。

注 意 事 項 　・入札に参加する者が１であっても、入札は執行する。

　・立会を希望する入札参加業者は、先着順とする。

入 札 保 証 金 　免除

　津山市水道局での閲覧又は、電子入札システムを利用した閲覧及び設計図書（電子

データ）の取得とする。

　　　平成３０年　７月２３日(月)午前９時～ 平成３０年　８月　６日(月)午後１時まで

　設計図書に対する質問は、指定する質問書にてＦＡＸ（持参及び電話不可）により

受け付け、回答は、津山市水道局ホームページに掲載する。ただし、質問がなかった

　落札決定に当たっては、入札された金額に当該金額の１００分の８に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨て

た額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額１０８分の１００に相当する

金額をもって入札すること。
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７　落札者の決定

落 札 者 の 決 定

入札参加資格の確認

提 出 書 類 　事後審査型制限付き一般競争入札参加資格確認申請書（様式１）

提 出 場 所 　津山市水道局　業務課　庶務係（岡山県津山市山北５２０番地）

提 出 方 法 　電子入札システムを利用した電子データでの提出は不可とし、特段の指示がない

場合、持参に限るものとする。

８　その他

　　・この入札は、津山市電子入札実施要領により行う。

　　・この入札に関して、不正が行われたと認められるとき（その疑義が払拭できないときを含む。）は、

　　　入札の中止・取消し又は落札決定の保留・取り消しの措置を行うものとし、その決定についての異議

　　　は認めない。

　　・「明らかに入札参加資格がないにも関わらず入札を行った場合」及び「落札候補者が虚偽の入札参加

　　　資格確認申請を行った場合」は、入札の秩序を乱す行為として指名停止措置を行うことがあるので、

　　　参加資格要件は十分に確認すること。

　　・入札参加表明を行った者が、入札期間内に入札又は辞退の登録を行わなかった場合は、津山市建設工

　　　事等請負契約に係る指名停止等措置要綱に定める指名停止事由に該当することとなるので、十分注意

　　　すること。

　　・電子入札においては、参加業者名等は入札終了まで非公表とする。したがって、事前に入札参加者を

　　　知ろうとする行為は、入札の公正を妨げる行為と認め、指名停止等の対象となるので、厳に慎むこと。

津山市水道局　業務課　庶務係

TEL 0868-32-2104、FAX 0868-22-9294

　予定価格以下で最低制限価格以上の最低の価格をもって（高落札の場合は、調査

を行い）有効な入札をした者を落札候補者とし、落札候補者に対して入札参加資格

の確認（事後審査）を行い、落札者を決定する。

 ※ 最低制限価格は、86.1％～90.0％の40通りの中から電子くじにより決定された

　最低制限率により決定する。

　落札候補者は、津山市水道局から書類の提出を求められた日の翌日（原則、開札

日の翌日、閉庁日を除く）の午後５時１５分までに、次の書類を提出すること。

 ※ 指定期限までに指定した書類の提出がない場合や、書類審査の結果、落札候補

　者が参加資格要件を満たしていないと判明した場合は、当該落札候補者の入札は

　無効となり、次順位者が新たな落札候補者となるため、入札参加者は次の書類を

　前もって準備しておくこと。

《問い合わせ
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